
 
令和８年４月８日 

 

令和８年分政党交付金の交付決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年１月１日（基準日）現在及び令和８年２月９日（選挙基準日）現在における政党の

届出に基づく各政党への政党交付金の交付決定額は、以下のとおりです。 

 

自 由 民 主 党 15,363,496,000円 

立 憲 民 主 党 3,118,990,000円 

日 本 維 新 の 会 2,815,744,000円 

国 民 民 主 党 2,715,454,000円 

中 道 改 革 連 合 2,338,812,000円 

参 政 党 1,989,071,000円 

公 明 党 1,398,090,000円 

れ い わ 新 選 組 701,458,000円 

チ ー ム み ら い 568,297,000円 

日 本 保 守 党 295,144,000円 

社 会 民 主 党 231,963,000円 

 

（注１） 政党の記載順は、令和８年分交付決定額の金額順です。 

（注２） 政党交付金は、年４回（４月、７月、１０月、１２月）に分けて、各政党からの交付請求に基づ

いて交付されます。 

     第１回目の交付は、４月１０日までに請求書を提出した政党に対して、４月２０日に上記の４分

の１の額が交付されます。 

 

 

政党助成法（平成６年法律第５号）の規定に基づき、政党交付金の交付を受けようとする

１０政党から、令和８年１月１日（基準日）現在における各政党の組織等に関する事項につ

いて届出がありました※１。 

また、令和８年２月８日に第５１回衆議院議員総選挙が執行されたことに伴い、同法の規

定に基づき、政党交付金の交付を受けようとする１１政党から、選挙基準日※２である令和８

年２月９日現在における各政党の組織等に関する事項について届出がありました※３。 

これらの届出に基づき、各政党へ交付すべき政党交付金の額について、本日、交付決定を

行いました。 

 
  ※１ 令和８年１月１９日公表「政党助成法に基づく政党の届出（令和８年１月１日現在）の概要」 

  ※２ 総選挙の期日の翌日又は当該選挙により選出された衆議院議員の任期の初日のうちいずれか遅い日。今

回は総選挙の期日の翌日となる２月９日。 

  ※３ 令和８年２月２５日公表「政党助成法に基づく政党の届出（令和８年２月９日現在）の概要」 

 （連絡先） 

 自治行政局選挙部政党助成室 

 電話：（代表）03-5253-5111 

    （直通）03-5253-5582 

    （E-mail）senkyo.shikin＠soumu.go.jp 

 （注）迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えて 

います。「＠」を「@」に置き換えてください。 



（単位：千円）

（A） 比率（％） （B） 比率（％） （Ａ）－（Ｂ） 増減率（％）

自 由 民 主 党
（ 自 民 党 ）

15,363,496 48.72 13,162,429 41.74 2,201,067 16.72

立 憲 民 主 党
（ 民 主 党 ）

3,118,990 9.89 8,017,093 25.42 ▲ 4,898,103 ▲ 61.10

日 本 維 新 の 会
（ 維 新 ）

2,815,744 8.93 3,160,218 10.02 ▲ 344,474 ▲ 10.90

国 民 民 主 党
（ 民 主 党 ）

2,715,454 8.61 2,234,703 7.09 480,751 21.51

中 道 改 革 連 合
（ 中 道 ）

2,338,812 7.42 - - 2,338,812 皆増

参 政 党
（ 参 政 ）

1,989,071 6.31 914,684 2.90 1,074,387 117.46

公 明 党
（ 公 明 ）

1,398,090 4.43 2,503,849 7.94 ▲ 1,105,759 ▲ 44.16

れ い わ 新 選 組
（ れ い わ ）

701,458 2.22 965,405 3.06 ▲ 263,947 ▲ 27.34

チ ー ム み ら い
（ み ら い ）

568,297 1.80 48,191 0.15 520,106 1,079.26

日 本 保 守 党
（ 保 守 党 ）

295,144 0.94 247,060 0.78 48,084 19.46

社 会 民 主 党
（ 社 民 党 ）

231,963 0.74 282,890 0.90 ▲ 50,927 ▲ 18.00

合 計 31,536,519 100.00 31,536,522 100.00 ▲ 3 ▲ 0.00

政 党 交 付 金 の 令 和 ８ 年 分 交 付 決 定 額 及 び 令 和 ７ 年 分 交 付 額 か ら の 増 減

政 党 の 名 称
（ 略 称 ）

令和８年分　交付決定額 令和７年分　交付額 増 減 額

（注１）　表中の記載順は、令和８年分交付決定額の金額順です。

（注２）　各欄の数値は表示単位未満四捨五入のため、合計と一致しない場合があります。

（注３）　「チームみらい」は、令和７年中に新たに政党要件を満たすこととなったため、同党の「令和７年分 交付額 (B) 」は、令和７年９月12日に交付決定されてからの
　　　　交付実績額（10月、12月交付分）です。


